
 

 

 

 

 

 

登 録 番 号 ５８９ 

登 録 日 令和元年７月１日 

名 称 社会福祉法人愛訪会 

代表者職名・氏名 理事長 諏訪 文哉 

所 在 地 〒８９９－７５１２ 

志布志市有明町野神字田渕３９３５－３ 

電 話 ０９９－４７１－５５５０ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ｱﾄﾞﾚｽ http://www5.synapse.ne.jp/aiwakai/ 

業 種 医療・福祉 

業 務 概 要 障害福祉サービス事業 

行 動 計 画 期 間 令和６年７月１日 ～ 令和９年３月３１日 

行 動 計 画 の 

主 な 内 容 
目標１）小学校入学前までの子を持つ社員の短時間勤務制度を導入する。 

〈対策〉 

・令和６年 10 月～ 社員の短時間勤務制度に対するニーズの把握，検討開始 

・令和７年 ４月～ 制度導入 

          社内報や説明会による社員への短時間勤務制度の周知 

・令和８年 ４月～ 時短勤務制度の活用状況の実態調査 

目標２）令和９年３月までに，１回あたり 10 日以上付与される職員の年次

有給休暇の取得日数を１人当たり平均年間 8 日以上とする。 

〈対策〉 

・令和７年 ４月～ 年次有給休暇の取得状況・取得形態（1 日単位・半日単 

位・時間単位）について取得状況の実態を把握する。 

・令和７年１０月～ 年次有給休暇の社内制度等の紹介・取得の方法について 

研修を実施する。 

・令和８年 ４月～ 有給休暇取得予定表の掲示や，取得状況のとりまとめな 

どによる取得促進のための取組を開始する。 

こんな両立支援に 

取り組んでいます 

■ 子の体調不良や家族の介護等での勤務時間の調整 

 


